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① 地域包括ケアシステムの構築

団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度
な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・予防・住ま

介護保険制度の改正の主な内容

い・生活支援が一体的に提供されるようにする。

② 費用負担の公平化

低所得者の保険料軽減を拡充。また。保険料上昇を出来る
限り抑えるため、所得や資産のある人の利用者負担を見直
す。
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地域包括ケアシステムの構築
【サービスの充実】

地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実

① 在宅医療・介護連携の推進

認知症施策の推進② 認知症施策の推進

③ 地域ケア会議の推進

④ 生活支援サービスの充実・強化

※ 介護サービスの充実は、前回改正による２４時間対応の定期巡回
サービスを含めた介護サービスの普及を推進

※ 介護職員の処遇改善は、２７年度介護報酬改定で検討
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医療・介護連携・認知症施策・地域ケア会議・生活支援の充実・強化

○ 地域包括ケア実現のため、上記の充実・強化の取組を地域支援事業の枠組みを活用し、市町村が推進。
○ あわせて要支援者に対するサービスの提供の方法を給付から事業へ見直し。
○ これらを市町村が中心となって総合的に取り組むことで地域で高齢者を支える社会が実現。
※「医療・介護連携強化」「認知症施策の推進」「生活支援体制整備」に係る事業については、地域包括支援センター以外の実施主体
に事業を委託することも可能

・連携強化医療・介護連携
関係者に対する研修等を通じて、医療と介護の
濃密なネットワークが構築され、効率的、効果的
できめ細かなサービスの提供が実現

初期集中支援チームの関与による認知症の早期

認知症施策

地域ケア会議

・施策の推進

・制度化による強化

診断、早期対応や地域支援推進員による相談対
応等により認知症でも生活できる地域を実現

多職種連携、地域のニーズや社会資源を的確
に把握可能になり、地域課題への取組が推進さ
れ、高齢者が地域で生活しやすい環境を実現

生活支援 ・体制整備等
コーディネータの配置や協議体の設置等を通じ
て地域で高齢者のニーズとボランティア等のマッ
チングを行うことにより、生活支援の充実を実現

→→→消費税の増収分を活用し、地域支援事業を充実（制度改正を踏まえ原則平成27年度から実施予定）
※認知症施策の推進及び生活支援の基盤整備については平成26年度から一部前倒して事業化 4



○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加およびセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を
強化し、効率的かつ効果的な運営を目指す。
○地域包括支援センター運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・点検を強化する。
○地域包括支援センターの取組に関する情報公表を行う。

地域医師会等との連携により、
在宅医療・介護の一体的な提
供体制を構築

在宅医療・介護連携

認知症初期集中支援チーム

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多様
な主体による生活支援を充実

生活支援コーディネーター

地域包括支援センターの機能強化

多職種協働による個別事例
のケアマネジメントの充実
と地域課題の解決による地
域包括ケアシステムの構築

早期診断・早期対応等により、
認知症になっても住み慣れた地
域で暮らし続けられる支援体制
づくりなど、認知症施策を推進

市町村
運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

都道府県
市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

認知症初期集中支援チーム
認知症地域支援推進員

介護予防の推進

地域ケア会議

包括的支援業務
介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センター
※ 地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※
２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

※１ 基幹的な役割の
センター

（直営センターで実施も可）
たとえば、センター間の
総合調整、他センターの
後方支援、地域ケア推進
会議の開催などを担う

※２ 機能強化型のセンター
過去の実績や得意分野を踏
まえて機能を強化し、他の
センターの後方支援も担う

今後充実する業務については
地域包括支援センターまたは
適切な機関が実施
＜例＞
・基幹的な役割のセンターに
位置づける方法
・他の適切な機関に委託して
連携する方法
・基幹的な役割のセンターと
機能強化型のセンタ－で分
担する方法 等

多様な参加の場づくりと
リハビリ専門職の適切な関与
により、高齢者が生きがいを
もって生活できるよう支援

従来の業務を評価・改善
することにより、地域包
括ケアの取組を充実
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地域包括ケアシステムの構築
【重点化・効率化】

① 全国一律の予防給付（訪問介護・通所介護）を市

町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

※ 段階的に移行（遅くとも２９年度までに全市町村で実施）

※ 介護保険制度内でサービスの提供であり、財源構成も変わらない。

※ 見直しにより、既存の介護事業所による既存のサービスに加えＮＰ

Ｏ、民間企業、住民ボランティア、協同組合等による多様なサービス

の提供が可能。これにより、効果的・効率的な事業も実施可能。
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○予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができる介護保険制度の地域支援

事業へ移行（２９年度末まで）。財源構成は給付と同じ（国、都道府県、市町村、1号保険料、２号保険料）。

○既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、NPO、民間企業、ボランティアなど地域の多様な主体を活用して

高齢者を支援。高齢者は支え手側に回ることも。

総合事業と生活支援サービスの充実

・専門的なサービスを必要とする人に
は専門的なサービスの提供
（専門サービスにふさわしい単価）

・多様なニーズに対
するサービスの拡
がりにより、在宅生
活の安心確保

予防給付
（全国一律の基準）

地域支援事業

移行

・多様な担い手による多様なサービス

サービスの充実

訪問介護
ＮＰＯ、民間事業者等による掃除・洗濯等の
生活支援サービス

住民ボランティアによるゴミ出し等の生活支
援サービス

既存の訪問介護事業所による身体介護・生
活援助の訪問介護

・住民主体で参加しやすく、地域に根ざした介護予防活動の推進
・元気な時からの切れ目ない介護予防の継続
・リハビリテーション専門職等の関与による介護予防の取組
・見守り等生活支援の担い手として、生きがいと役割づくりによる互助の推進

・住民主体のサービ
ス利用の拡充

・認定に至らない
高齢者の増加

・重度化予防の推進

・支援する側とされる側という画一的
な関係性ではなく、サービスを利用
しながら地域とのつながりを維持で
きる

・能力に応じた柔軟な支援により、
介護サービスからの自立意欲が向上

移行

（多様な単価、住民主体による低廉な
単価の設定、単価が低い場合には
利用料も低減）

同時に実現

費用の効率化

援サービス

通所介護

既存の通所介護事業所による機能訓練等
の通所介護

ＮＰＯ、民間事業者等によるﾐﾆﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

ｺﾐｭﾆﾃｨｻﾛﾝ、住民主体の運動・交流の場

リハビリ、栄養、口腔ケア等の専門職等関与
する教室

介護予防・生活支援の充実
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○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及びそ
の支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

事業 内容

訪問型サービス
要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の
支援を提供

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常

事業 内容

介護予防把握事業
収集した情報等の活用により、閉じこもり等
の何らかの支援を要する者を把握し、介護
予防活動へつなげる

介護予防普及啓発
介護予防活動の普及・啓発を行う

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

総合事業を構成する各事業の内容及び対象者

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。

※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援セン
ターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。

※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利
用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

通所型サービス
要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常
生活上の支援を提供

その他の生活
支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配食や
一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防
ケアマネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス等が適
切に提供できるようケアマネジメント

介護予防普及啓発
事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活動
支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支援を
行う

一般介護予防事業
評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成
状況等を検証し、一般介護予防事業の評
価を行う

地域リハビリテーショ
ン活動支援事業

介護予防の取組を機能強化するため、通
所、訪問、地域ケア会議、住民主体の通
いの場等へのリハビリ専門職等による助言
等を実施
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